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平成 年 月 日（金）

号外第 号

14 16

120

８

毎週火 金曜日発行･

公布 規則

◇ 鳥取県屋外広告物条例施行規則 一部 改正 規則（ ）（都市計画課）……………………

◇鳥取県屋外広告物条例施行規則 一部 改正 規則

屋外広告物 立看板並 旗及 表示 場合 許可 基準 、道路上 設置

除 。（別表第 関係）

他所要 規定 整備 行 。

規則 、公布 日 施行 。

鳥取県屋外広告物条例施行規則 一部 改正 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県屋外広告物条例施行規則 一部 改正 規則

鳥取県屋外広告物条例施行規則（昭和 年鳥取県規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（別表 細目 除 。） 同表 改正後 欄中下線 引 部分

改 。

次 表 改正前 欄中別表 細目 表示 下線 引 別表 細目 削 。
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改 正 後 改 正 前

別表第 （第 条 、第 条関係）許可基準

一般的基準 略

個別的基準

及 略

立看板

（ ）～（ ） 略

（ ） 道路上 設置 。

～ 略

広告幕

及 略

旗及

（ ）及 （ ） 略

（ ） 道路上 設置 。

～ 略

別表第 （第 条、第 条関係）許可基準

一般的基準 略
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附 則

規則 、公布 日 施行 。この は の から する


